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（経 歴）

１９８９年 文部省中学校課採用（教育課程担当）
・・・・・・
２００８年 文部科学省教科書課

※無償給与と拡大教科書法担当
２０１２年 筑波大学附属学校担当部長

※障害種別支援学校５校含む１１校
２０１５年 文部科学省情報教育振興室長

※小学校プログラミング教育必修化

（２０１６年 全国ICT教育首長協議会設立）

２０１７年 九州大学総務部長
２０１９年 大阪教育大学理事・事務局長
２０２１年 愛知教育大学理事･副学長･事務局長

２０２４年 教科書研究センター事務局長・副館長



公益財団法人 教科書研究センターとは
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◆教科書発行者の出捐によって設立された教科書に
関する調査研究機関

◆昭和５１年に財団法人として設立され、２０２６年
に創立５０周年を迎える

◆教科書等に関する調査研究及び助成を行い、教科書
等の質的向上・充実を図る



◆現行教科書及び教師用指導書や関連図書、
戦前の教科書、諸外国の教科書等１５万冊
を所蔵

◆教科書検定結果の公開資料(文部科学省)を
展示

１．教科書図書館の設置・運営  
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２．教科書に関する研究

（1）教科書の在り方と望ましい
  役割に関する研究

（2）教科書に関する調査研究

○新しい教科書の活用
  ○学習者用デジタル教科書の活用
  ○子供主体の学びにおける教科書の使い方 等

（3）海外教科書制度等に関する調査研究

○海外教科書情報研究
  ○教科書の在り方に関する国際比較調査 等
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３．教科書に関する研修・普及・広報事業

(1)研究成果物の作成・配布

(2)「センター通信」を年３回発行

(3)研究成果の普及・発信及び広報

(4)教科書セミナー等を開催

(5) 国内外からの訪問者受入れ



１．教科書制度の現状と課題

～新しい教科書の使い方～

２．教科書を使って「探究学習コンクール」

の紹介～



教科書制度について

◆教科書とは・・・
教科書は、法律により使用義務が課されている唯一の教材
として、「教科の主たる教材」の位置付けを有している。

◇教科書の定義

「教科書の発行に関する臨時措置法（昭和23年法律第132号）
第2条 この法律において「教科書」とは、小学校、中学校、高等学校、
中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成
に応じて組織配列された教科の主たる教材として、教授の用に供せ
られる児童生徒又は生徒用図書であって、文部科学大臣の検定を
経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。

「我が国における教科書制度の概要」（文部科学省）



教科書制度について

◇教科書の使用義務

「学校教育法（昭和2２年法律第２６号）
第３４条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図
書又は文部科学省が著作の名義を有する教科書図書を使用しなけ
ればならない。
※本規定を中学校／高等学校／中等教育学校／特別支援学校に
ついても準用

②前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なもの
は、これを使用することができる。

③ （略）



令和７年度教科書発行の現状と課題（教科書協会）※一部抜粋
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新しい教科書の使い方



４．新しい教科書観

教科書観の転換－新しい教科書観－

平成20（2008）年の学習指導要領改訂で「生きる力」「思考力・判断力・表現力等の育成」という方向性が打ち出された。

• 発問の仕方を工夫したり、基本的な学習の流れの中の随所に

児童生徒の主体的な学習活動を促すようなコーナーを設けたりするなど、

学習活動の起点としてのプラットフォームという性格を強めた。

• 巻頭にオリエンテーションページ（基本方針、全体構成を見渡せる図表、

本文で使用される記号一覧等）が設けられた。

• 「補充的な学習」「発展的な学習」の内容などが教科書に盛り込まれた。

「教科書の改善について（報告）」

（教科用図書検定調査審議会 平成20年12月25日）

……「児童生徒は，教科書に記述されている内容をすべて学習しなければな らない」とする，従来型
の教科書観については，「個々の児童生徒の理解の程度に応じて指導を充実する」 ，「児童生徒が興味
関心を持って読み進められる」 ， 「児童生徒が家庭でも主体的に自学自習ができる」といった観点か
ら，教科書に対する考え方を転換していくことも求められる。

新しい教科書の使い方



新しい教科書の使い方



学習者用デジタル教科書推進WG審議まとめ（抜粋）

１．デジタル教科書の制度的位置付け

➢ 紙かデジタルかの「二項対立」ではなく、どちらの良さも考慮し、教育課
程・授業全体として紙・デジタル・リアルを適切に組み合わせてデザインす
ることが重要

➢ 教科書の形態として紙だけでなくデジタルも認め、現場が選択できるよう
にすることを制度上位置付け（デジタルでも検定・採択・無償給与等の対象）

➢ 一部が紙、一部がデジタルで作られたハイブリッドな形態の教科書も認め
る （一例） 中核部分は紙、詳細説明や音声はデジタル

➢ 一方、発行・使用に当たっては教科特性や発達段階に応じた検討が重要
→対象学年・教科等について国が一定の指針（ガイドライン）を示すこと
が必要



学習者用デジタル教科書推進WG審議まとめ（抜粋）

２．関係制度の方向性

➢ 二次元コード先のコンテンツは、現在は教科書ではなく教材だが、
 今後、教科書の一部として位置付けられるものについて認める

➢ 教科書検定においては、教科書の形態が紙かデジタルかを問わ
ず、文字や図画等による内容について従来どおり審査

➢ その内容の効果的な理解に資すると認められるデジタル機能※は、
検定審査では限定的な範囲で一定の確認を行うにとどめる

    （※）動的表示、音声読み上げ、・・・・ルビ表示など

➢ 使用可能期間は、多様な教育課程への対応の観点から、義務教
育は少なくとも３年間以上、高校段階は４年間以上が望ましい



１．教科書制度の現状と課題

～新しい教科書の使い方～

２．教科書を使って「探究学習コンクール」

の紹介～





探究的な学習とは・・・

１．学習過程を探究的にすること
探究的な学習とするためには，学習過程が以下のようになることが重要である。
①【課題の設定】体験活動などを通して，課題を設定し課題意識をもつ
②【情報の収集】必要な情報を取り出したり収集したりする
③【整理・分析】収集した情報を，整理したり分析したりして思考する
④【まとめ・表現】気付きや発見，自分の考えなどをまとめ、判断し、表現する

（出典：『今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開』令和3年3月 文部科学省）



第1回ウェビナー・事前に寄せられた主な質問（100件以上中）

○自分なりに問いや課題を立てることはできるが、解決するための
主体的な行動ができない児童生徒が多い

○教育格差がある中での探究学習の進め方について教えて欲しい

○各教科の学習と探究学習のつながりをどのようにすればよいのか

●探究学習における教科書の活用方法を教えて欲しい」

●教科書の内容から問いを見つける考え方、ヒントを教えて欲しい

●児童生徒が教科書を読む力を伸ばしていく指導のポイントは何か



１．趣旨および応募対象

➢ 探究学習における教科書の活用
①情報の集め方や整理の仕方

②現代的な課題に通じるさまざまな情報

③数量の整理や表現の仕方のヒント

④観察や実験を通した科学的な探究の方法・・・

➢ 応募対象
①探究学習のどこかの段階で教科書を活用していること
※教科書を使った → 教科書を使って・・

②２０２６年度に児童生徒が生み出した成果（作品）



２．応募資格

➢ 応募する児童生徒の校種等により３つの区分

【区分１】小学生（３年生以上）

【区分２】中学生

【区分３】高校生

※特別支援学校、義務教育学校、中等教育学校、
中高一貫校の児童・生徒は、それぞれの学年に
対応する区分に応募



３．スケジュール（募集・提出・審査）

➢ 募集および提出
２０２６年

2月中  第２回ウェビナー開催（以後、複数回）
３月上旬  募集要項公開
１２月１日（火）～ 作品受付開始（スライド資料10枚程度）
２０２７年
１月８日（金）  作品提出締切

➢ 審査
１月～２月 第一次審査、第二次審査【書面審査】
２月～３月 最終審査進出者（各区分３名）および

入賞者発表
３月上旬 最終審査（プレゼン・質疑応答）

および表彰式【オンライン】



４．表彰内容

【最優秀作】各区分１名 計３名 文部科学大臣賞

【優秀作】  各区分２名 計６名
教科書研究センター賞、教科書協会賞、
全国教科書供給協会賞、教育新聞社賞、

       日本教育新聞社賞、教育家庭新聞社賞
 
【秀作】 入賞（二次審査上位各区分５名程度）

※応募数によって増減あり



５．著作権の取り扱いについて

探究活動の発表においては、本やWeb、資料、写真な
ど多くの著作物を引用することがありますので、著作
権の取扱いに気を付ける必要があります。

①必ず出典（引用元）を明記すること

②必要な範囲に限定すること

③引用部分が主にならないこと 等

→本コンクールを通して、著作権についても学びましょう！



【予告】第2回ウェビナーについて

日 時： ２月27日（金）16時～オンライン開催

内 容： 探究学習の進め方、コンクール応募のヒント 等

講 師：

五十嵐俊子先生
 （東京都渋谷区教育委員会
 未来の学校推進アドバイザー）

中野 直輝先生
       （長野県塩尻市立
塩尻西部中学校 教諭）

東原 義訓先生
 （信州大学名誉教授
教科書研究センター理事）



公益財団法人

教科書研究センター
℡03-5606-4311（代）
URL:https://textbook-rc.or.jp/

【公式SNS】
Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=61578186101251

Instagram
https://www.instagram.com/japan_textbook_research_center/?hl=ja
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